
県 外 の 方 の 健 診 費 用 に つ い て

当クリニックでは、*鳥取県・広島市・福山市以外の県外の方の妊婦健康診査受診票が
使用できないため、健診費用は全額お支払いいただいています。
支払い方法は現金または、クレジットカードからお選びいただけます。
払い戻し（償還払い）の際の注意事項などは、各市町村の窓口までご確認をお願いいたします。
妊婦健診・産婦健診・新生児聴覚検査、乳児1カ月健診、それぞれの健診券の記入の必要があるかも
事前にご確認のうえ、ご受診ください。

*県外委託契約状況

鳥取県からの里帰りの方は妊婦健診以外の償還払いの方法を

あらかじめ各市町村の窓口へご確認ください。

妊婦健診 産婦健診
新生児

聴覚検査
乳児

1カ月健診

鳥取県 ○ ✖ ✖ ✖
広島市 ○ ○ ○ ○

福山市 ○ ○ ○ ○


